
運転資金かつ無担保保険枠8,000万円の範囲内での利用の場合、
期間1年以内の短期一括返済とする取扱いも可能です！

他にも…

中小企業者の皆さまへ保証制度のご案内

エグゼクティブ・プラス
保証 α・β

ワンランク上の保証を選ぶなら

与信取引
実績のない
金融機関でも
利用可能

経営者保証不要
かつ無担保で最大
2億8,000万円まで

利用可能

既存債権の
借換にも
利用可能

制 度 の 特 徴
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ご 利 用

いただける方

１.�法人企業であること（個人・組合・NPO法人を除く）
２.�業歴5年以上、3期以上の決算を行っていること
３.�保証料率区分が5以上であること�
４.�次の資格要件αもしくはβに該当すること

≪資格要件α≫　直近の決算において以下の（1）～（4）のいずれかに該当すること

（1） （2） （3） （4）

必須 純 資 産 の 額 5千万円以上
1 億 円 未 満

1 億 円 以 上
3 億 円 未 満

3 億 円 以 上
5 億 円 未 満 5 億 円 以 上

選択
自己資本比率 20 ％ 以 上 20 ％ 以 上 20 ％ 以 上 15 ％ 以 上
純 資 産 倍 率								2.0 倍 以 上 2.0 倍 以 上 1.5 倍 以 上 1.5 倍 以 上

選択
使用総資本事業利益率 10 ％ 以 上 10 ％ 以 上 10 ％ 以 上 5 ％ 以 上
インタレスト・カバレッジ・

レーシオ 2.0 倍 以 上 2.0 倍 以 上 1.5 倍 以 上 1.0 倍 以 上

≪資格要件β≫　次の（1）～（6）の全てに該当すること
（1）�保証申込日以前に与信取引が１年以上あり、主力金融機関として現在支援中で、今後とも

支援育成方針の取引先であること
（2）�直近３年間の決算において連続して経常利益を計上していること
（3）�直近の決算において繰越欠損がないこと�
（4）�不動産を自己所有（代表者所有を含む）していること
（5）�本件借入金を含めた自己資本比率が15％以上であること
（6）�本件借入金を含めた償還可能期間が７年以内であること

保 証 限 度 額 ≪資格要件α≫ 2億8,000万円　／　≪資格要件β≫ 1億5,000万円
※既存の一般無担保保証債務残高を含む

資 金 使 途 運転資金（借換も可能）・設備資金（プロジェクト・不動産取得資金を除く）

保 証 期 間 84か月以内（据置12か月以内）

信用保証料率
保証料率区分 1～ 4 5 6 7 8 9

料 率 対象外 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%
（会計参与設置会社は 0.1％の割引が適用されます）

融 資 利 率 金融機関所定の
利率

担 保 ・
連 帯 保 証 人 不要 責 任 共 有 責任共有対象

《お問い合わせ》

さいたま営業部 保証一課 048-647-4721
保証二課 048-647-4722

熊 谷 支 店 保証課 048-521-5221
川 越 支 店 保証一課・二課 049-249-1681
春 日 部 支 店 保証課 048-731-7311

エグゼクティブ・プラス保証
 α・β  制度概要

2023年4月に制度をリニューアル！よりご利用しやすくなりました！
・エグゼクティブ・プラス保証αの保証限度額を一律 2億 8,000 万円に拡大
・�据置期間を延長（6か月以内⇒ 12か月以内）
・�建設業・不動産業の保証期間の制限を撤廃（60か月以内⇒ 84か月以内）
・借換対象制度を拡充（有担保を除く全ての保証制度が対象に）

��埼玉県信用保証協会��保証制度 検�索

ご不明な点がございましたら、下記の窓口までお気軽にお問い合わせください

当協会ホームページでは、
他にもさまざまな保証制度
をご紹介しています。
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